
◆ 町営住宅入居者の募集を、下記により受付いたしますので、入居希望の方は期間内に

お申し込み下さい。

前回に町営住宅申込書を提出されている方は、希望団地名を建設課までご連絡下さい。

なお連絡がない場合は、今回の募集に希望がないものとして処理しますので、ご承知願います。

記

●申し込み受付期間 平成２２年２月２４日(水)～平成２２年３月１２日(金)

●申し込み受付場所 京極町役場 建設課

募 集 戸 数 １０ 戸

番号 団地名 住宅番号 間取 面積 建設年度 物置 浴室 浴槽 給湯 備 考

１ 富士見 75-3 3LDK 67.70㎡ 平成３年 有 有 有 無 一般世帯

２ 常盤 72-3 3LDK 62.90㎡ 昭和59年 有 有 無 無 一般世帯

３ あけぼの 61-2 2DK 37.70㎡ 昭和47年 無 有 無 無 一般世帯

４ あけぼの 63-1 3D K 47.20㎡ 昭和47年 無 有 無 無 一般世帯

５ 望羊 49-2 2D K 39.60㎡ 昭和45年 無 有 無 無 一般世帯

６ 望羊 51-3 2D K 40.00㎡ 昭和46年 無 有 無 無 一般世帯

７ 望羊(新築) 82-2 2LD K 69.49㎡ 平成21年 有 有 有 有 老人世帯

８ 望羊(新築) 82-4 2LD K 69.49㎡ 平成21年 有 有 有 有 一般世帯

９ 望羊(新築) 82-6 2LD K 69.49㎡ 平成21年 有 有 有 有 一般世帯

10 東 36-1 2D K 37.50㎡ 昭和42年 無 有 無 無 一般世帯

＊家賃の２ヶ月分を敷金として納付していただきます。

●入居条件

①住宅に困窮しており、現在、同居者又は、同居しようとする親族がいること。

②入居者の年収が国（公営住宅法）の収入基準以内であること。

③家賃及び敷金（家賃の２ヵ月分）を支払う能力があり、町税を滞納していないこと。

(本年度より、町税等の滞納に対する行政サービス等の制限に関する条例の対象と

なります)



●家 賃 入居する世帯の年間収入を基本として入居する住宅によって決まります。

住宅 階層 所得月額 家賃 住宅 階層 所得月額 家賃

Ⅰ ～104,000 19,900円 Ⅰ ～104,000 6,500円

一 Ⅱ ～123,000 23,000円 一 Ⅱ ～123,000 7,500円

75 般 Ⅲ ～139,000 26,300円 49 般 Ⅲ ～139,000 8,600円

棟 Ⅳ ～158,000 29,600円 棟 Ⅳ ～158,000 9,700円

３ 裁 Ⅴ ～186,000 33,900円 ２ 裁 Ⅴ ～186,000 9,800円

号 量 Ⅵ ～214,000 39,100円 号 量 Ⅵ ～214,000 9,800円

Ⅰ ～104,000 14,800円 Ⅰ ～104,000 6,700円

一 Ⅱ ～123,000 17,000円 一 Ⅱ ～123,000 7,800円

72 般 Ⅲ ～139,000 19,500円 51 般 Ⅲ ～139,000 8,900円

棟 Ⅳ ～158,000 22,000円 棟 Ⅳ ～158,000 9,800円

３ 裁 Ⅴ ～186,000 25,100円 ３ 裁 Ⅴ ～186,000 9,800円

号 量 Ⅵ ～214,000 29,000円 号 量 Ⅵ ～214,000 9,800円

Ⅰ ～104,000 7,000円 Ⅰ ～104,000 23,300円

一 Ⅱ ～123,000 8,100円 一 Ⅱ ～123,000 26,900円

61 般 Ⅲ ～139,000 9,300円 82 般 Ⅲ ～139,000 30,800円

棟 Ⅳ ～158,000 10,500円 棟 Ⅳ ～158,000 34,800円

２ 裁 Ⅴ ～186,000 11,100円 裁 Ⅴ ～186,000 39,700円

号 量 Ⅵ ～214,000 11,100円 量 Ⅵ ～214,000 45,900円

Ⅰ ～104,000 8,800円 Ⅰ ～104,000 5,900円

一 Ⅱ ～123,000 10,200円 一 Ⅱ ～123,000 6,800円

63 般 Ⅲ ～139,000 11,600円 36 般 Ⅲ ～139,000 7,800円

棟 Ⅳ ～158,000 13,100円 棟 Ⅳ ～158,000 8,800円

１ 裁 Ⅴ ～186,000 13,600円 １ 裁 Ⅴ ～186,000 10,000円

号 量 Ⅵ ～214,000 13,600円 号 量 Ⅵ ～214,000 10,700円

注１：所得月額は…給与所得者の場合、年間総所得金額から同居親族１人につき38万円を差し引いた金

額を12で割った額となります。

注２：階層の「裁量」は…入居者または同居者に４級以上の障がいがある世帯。または入居者が60歳以上

で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯の場合適用されます。

「一般」は、それ以外の世帯です。

注３：望羊団地82棟は３部屋とも同じ家賃設定となっています。

※申込用紙は、建設課にあります。

※その他詳細につきましては役場建設課にお問い合わせ下さい。（℡ 42－2111 内線 61）

H22.2.24 京極町役場 建設課
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